
第６次地方分権一括法（職業安定法及び雇用対策法） 
の施行に関する説明会 

 

日 時：平成 28 年８月 22 日（月） 

午前の部 10： 00～   

午後の部 14： 00～   

 

場 所：中央労働委員会 講堂（７Ｆ） 

 
内 容：  

（１）職業安定法及び雇用対策法に関する改正後の法律及び省令の内容

並びに運用事項等について（１時間程度） 

（２）質疑応答（30 分程度） 

 

配布資料  
 

 
資料№１ 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備  

に関する法律（ハローワークに係る地方分権について）の概要  
 
資料№２ 職業安定法施行規則等の一部を改正する省令について（概要）  
 
資料№３ 施行通知（職業安定法及び雇用対策法）の概要  
 
資料№４ 第６次地方分権一括法（職業安定法及び雇用対策法部分）のよくある質問  
 
 
参考資料№１ 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備

に関する法律  
 
参考資料№２ 職業安定法施行規則等の一部を改正する省令  
 
参考資料№３ 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律   

の整備に関する法律の一部（職業安定法の一部改正）の施行について（平成 28 年８
月 19 日付け職発 0819 第２号）  

 
参考資料№４ 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律   

の整備に関する法律の一部（雇用対策法の一部改正）の施行について（平成 28 年８
月 19 日付け職発 0819 第４号）  

 
参考資料№５  地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備

に関する法律の一部（雇用対策法の一部改正）の施行に係る留意事項について（平成
28 年８月 19 日付け府分推第 121 号、職公発 0819 第２号）  

 
参考資料№６ 雇用対策における国と地方公共団体との連携について  


